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要         旨 

本論文は、質的研究法を用いて、クライエントが心理療法を通じて問題のと

らえ方をどのように変化させたかを明らかにしようとしたものである。具体的

には、青木氏は、クライエントに対して数回にわたる解決志向アプローチ

（SFA）による介入を行い、介入前後それぞれにおいて、問題に対するクライ

エントの認識と関わり方に着目する Watzlawick (1978)の枠組みを踏まえなが

ら、個人別態度行動分析（PAC 分析）を行った。このとき、介入が成功した場

合とそうでない場合を比較した。また、PAC 分析で得られたプロトコル・デー

タを修正版グランデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて分析

し、クライエント間で共通するより一般性の高い知見を得た。これらの分析過

程を通じて、とらえ方の変化に関する多くの概念や下位概念などが生成され、

体系的に整理された。究極的には、主体的としての動き、主体と問題、主体と

価値の３つの内容に集約されるとされた。そして、青木氏は、これらの知見に

基づいて、セラピストが主体（クライエント）、問題、価値のそれぞれに働き

かけるあり方について、それぞれの関連事象ととともに取りまとめた「認識と

関わりの主体モデル」を提示した。ここでは、セラピストが、(1)クライエント

の問題や価値そのものについて働きかけるとともに、(2)問題や価値に対するク

ライエントの認識や関わりについて働きかけることの重要性が強調されてい

る。このモデルは、従来やや曖昧であったと見られる(1)と(2)の区別をはっき

りさせており、セラピストが支援を行う際の一つの視点を与えうること、ま

た、さまざまな臨床理論に共通するメタ・コミュニケーションのモデルであ

り、現在進みつつある臨床理論の統合において一つの視座を与えうることなど

が指摘されている。 
この論文に対して、審査委員会は、平成 26 年２月５日（水）、５月 21 日

（水）、７月 29 日（火）、９月 26 日（金）の４回の審査会を行った。審査の過

程においては、論文全体の目的の捉えにくさや、構成に関する問題を始めとし

て、論文の根幹に関わるものも含め、多くの問題が指摘された。申請者は、そ

れぞれの指摘に対して、章の追加などを含む修正を行って適切に対応した。ま

た、９月２６日の公開発表会における発表や質問に対する回答についても適切

なものとされた。論文中でも指摘されているように、本論文の限界はあるもの

の、内容の充実度、論旨や記述の確実さ、方法論の独自性、さらには、青木氏

のこれまでの研究実績や学力などを高く評価し、論文審査、最終試験の結果を

合格とした。お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科の学位、博士

（人文科学）、Ph D. in Psychology にふさわしいものと判断した。 
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